
- 1 - 

令和８年関川村議会２月（第３回）臨時会議会議録（第１号） 

 

○議事日程 

令和８年２月１６日（月曜日）    午後２時 開会 

第 １  会議録署名議員の指名 

第 ２  議案第５号 令和７年度関川村一般会計補正予算（第１０号） 

 

○本日の会議に付した事件 

第 １  会議録署名議員の指名 

第 ２  議案第５号 令和７年度関川村一般会計補正予算（第１０号） 

 

○出席議員（８名） 

１番 小  澤     仁  君 ３番 川  崎  哲  也  君 

４番 近     敬  志  君 ５番 近     壽 太 郎  君 

７番 高  橋  正  之  君 ８番 菅  原     修  君 

９番 平  田     広  君 １０番 鈴  木  紀  夫  君 

 

○欠席議員（２名） 

２番 加  藤  つ や 子  君 ６番 加  藤  和  泰  君 

 

○地方自治法第１２１条の規定により出席した者 

村 長 加   藤       弘   君 

教 育 長 津   野   庄 一 郎   君 

政 策 監 野   本       誠   君 

総 務 課 長 渡   邉   浩   一   君 

建 設 課 長 渡   邉   隆   久   君 

健康福祉課長 田   村   清   洋   君 

 

○事務局職員出席者 

議会事務局長 河   内   信   幸 

議会事務局主幹 小   池   由 美 子 
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          午後２時００分  開 会 

○議長（小澤 仁君） ただいまの出席議員は８名です。定足数に達していますので、これより令和

８年関川村議会２月（第３回）臨時会議を開会します。 

  ２番、加藤つや子さん、６番、加藤和泰さんから欠席の届出がありました。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

  議事進行によろしくご協力をお願いします。 

  例規集等の閲覧のため、議員及び執行部の皆さんにのみ議場におけるタブレット端末等の使用を

許可します。 

 

日程第１、会議録署名議員の指名 

○議長（小澤 仁君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本臨時会議の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって、７番、高橋正之さん、８番、

菅原 修さんを指名します。 

 

日程第２、議案第５号 令和７年度関川村一般会計補正予算（第１０号） 

○議長（小澤 仁君） 日程第２、議案第５号 令和７年度関川村一般会計補正予算（第10号）を議

題とします。 

  提案理由の説明を求めます。村長。 

○村長（加藤 弘君） 本日は臨時議会をお願いいたしましたところ、議員の皆様におかれましては、

お忙しい中ご出席を賜りありがとうございます。 

  さて、議案第５号は、令和７年度関川村一般会計補正予算（第10号）でございます。 

  今年は１月の下旬から強い寒気が南下をいたしまして、日本海側を中心に大雪となりました。こ

のたびの補正は、こうした大雪の影響により除雪経費等の不足が見込まれるため補正をお願いする

ものでございます。 

  詳細につきましては総務課長から説明させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（小澤 仁君） 総務課長。 

○総務課長（渡邉浩一君） 令和７年度関川村一般会計補正予算（第10号）について説明します。 

  第１条で、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ8,930万円を追加し、総額をそれぞれ74億820万

円とするというものでございます。 

  歳出から説明します。 

  ８ページをご覧ください。 
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  ３款１項３目社会福祉施設費です。12節委託料、はなみの里の雪下ろし委託で10万円を計上して

ございます。 

  ７款２項２目道路橋りょう維持費10節需用費につきましては、消耗品で融雪剤などの購入費400万

円、光熱水費、消雪パイプ電気料として1,400万円、修繕料、消雪パイプの修繕などで1,000万円。

12節委託料は、除雪作業等委託料として6,000万円の計上でございます。 

  次のページ、13節使用料及び賃借料、県融雪施設使用料で20万円です。５項１目住宅総務費10節

需用費100万円は、村営住宅の修繕料が不足するため計上しているものでございます。 

  続いて歳入でございます。 

  ７ページをご覧ください。 

  10款１項１目地方交付税、普通地方交付税で2,533万7,000円。 

  19款１項１目繰越金、前年度繰越金で6,396万3,000円です。 

  説明は以上です。 

○議長（小澤 仁君） これで提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。質疑はありませんか。３番、川崎さん。 

○３番（川崎哲也君） ３番、川崎です。９ページをお願いします。 

  住宅管理費、修繕料100万円ということなんですが、村営住宅、具体的な修繕の中身を教えてくだ

さい。 

○議長（小澤 仁君） 答弁を求めます。建設課長。 

○建設課長（渡邉隆久君） 具体的にはこれというのはないんですが、今まで結構修繕でかかってい

まして、これからの不足分が見込まれるため今回補正させていただくものです。 

○議長（小澤 仁君） 答弁を終わります。３番、川崎さん。 

○３番（川崎哲也君） ３番、川崎です。 

  これまではどのような修繕があったんでしょうか。 

○議長（小澤 仁君） 答弁を求めます。建設課長。 

○建設課長（渡邉隆久君） 金額の大きいものとしては、エコキュートの入替えと修繕が結構かかっ

ております。村営住宅は建設から15年経過している住宅ばかりですので、やはりどうしてもその辺

の電気設備の方が取替え等が必要になってきているという状況にあります。 

  以上です。 

○議長（小澤 仁君） 答弁を終わります。10番、鈴木さん。 

○10番（鈴木紀夫君） 10番、鈴木です。 

  ８ページ。ただいま説明のございました道路除雪対策費の消雪パイプ修繕の部分で、これは冬に

なって、修繕が必要になったといった案件でしょうか。 
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○議長（小澤 仁君） 答弁を求めます。建設課長。 

○建設課長（渡邉隆久君） 冬期間になりまして、11月に点検をします。その時点で駄目な施設につ

いては修繕を随時発注しておりますが、その後、どうしても運転中、稼働中に修繕が必要になって

きたものがありますので、そちらの方を今回補正させてもらって修繕をしていきたいということで

ございます。 

  以上です。 

○議長（小澤 仁君） 答弁を終わります。10番、鈴木さん。 

○10番（鈴木紀夫君） 先月末の大雪で、消雪パイプの状況を見ますと、全く出なくなってきている

ところが各所で見受けられたんですが、これは水の不足、もしくは配管のところに穴が空いている

という事例のどちらとして考えていますか。 

○議長（小澤 仁君） 答弁を求めます。建設課長。 

○建設課長（渡邉隆久君） 全く水が出なくなるのは、ポンプの故障や揚水管の穴空き、これによる

ものです。消雪パイプを見ていただくと分かるんですが、途中でプシュプシュプシュプシュとエア

ーが絡む、ものについては水不足が考えられます。 

  以上です。 

○議長（小澤 仁君） 答弁を終わります。10番、鈴木さん。 

○10番（鈴木紀夫君） 水不足となると、修理では対応できないですが、そういった場合の考えはあ

りますか。 

○議長（小澤 仁君） 答弁を求めます。建設課長。 

○建設課長（渡邉隆久君） ２月についてはどうしても渇水時期になりますので、12月、１月でもそ

ういう渇水になる施設についてはやはり井戸の計画を立てていかなければならないと思いますが、

今回渇水になっているというのは、多分本当のごく一部の期間というふうに考えていますので、今

後様子を見ながらその辺は考えていきたいと思います。 

○議長（小澤 仁君） 答弁を終わります。10番、鈴木さん。 

○10番（鈴木紀夫君） では、そういった事案が出た場合は、重機による除雪対応でよろしいでしょ

うか。 

○議長（小澤 仁君） 答弁を求めます。建設課長。 

○建設課長（渡邉隆久君） そういう状況になると、多分、歩道除雪車の方で除雪をしていくという

ことになると思います。今回、小学校の通学路で一部消雪パイプが出なかった場所があるんですが、

そこについてはやはり小学生の通学路ということで歩道除雪車で対応しました。今回何とか修理し

て水が出るようになりました。今後ともそういうふうに早急に修繕等をしながら、交通の確保に努

めていきたいと思っています。 
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○議長（小澤 仁君） 答弁を終わります。 

  そのほか質疑ありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（小澤 仁君） これで質疑を終わります。 

  ただいま議題となっています議案第５号については、会議規則第39条第３項の規定により、委員

会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小澤 仁君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第５号については委員会付託を省略します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（小澤 仁君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第５号を採決します。 

  お諮りします。本案について原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小澤 仁君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

 

○議長（小澤 仁君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

  大変お疲れさまでした。 

          午後２時０９分  散  会 

 

 


